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現行の四国圏広域地方計画の概要
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• 四国圏広域地方計画は、急激な人口減少・少子化、異次元の高齢化、巨大災害の切迫等、四国圏
の現状や課題を踏まえ、「対流促進型国土」構想をもとに、今後概ね１０年間の四国圏の自立的・持
続的発展に向けた将来展望を描くものとして、平成２８年３月２９日に国土交通大臣に決定された。



①現行の四国圏広域地方計画の概要
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①現行の四国圏広域地方計画の概要
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 四国圏を取り巻く状況について
 各目標の達成状況について
 将来像（基本方針）の達成状況について
 各目標の達成に向けた計画後半期間における課題及び課題解決に向けた取組の方向性について

 将来像（基本方針）の達成に向けた計画後半期間における課題及び課題解決に向けた取組の方
向性について

②現行の四国圏広域地方計画（中間評価） 【実施概要】

• 平成28年3月に策定された広域地方計画は、概ね10年間の計画であり、令和2年度に四国圏広域
地方計画策定から5年目の中間年を迎えた。

• 四国圏広域地方計画においては、全国計画に係る政策評価に併せて、計画の見直しを行うなど必
要な措置を講じる旨の記載がされていることを踏まえ、平成２８年～令和２年までの計画前半期間
における広域地方計画の各目標及び将来像（基本方針）の達成状況を評価するとともに、令和３
年～令和７年までの計画後半期間に向けた課題を抽出し、その課題解決に向けた取組の方向性
を整理するため、広域地方計画の中間評価を実施する。

◆ 概要

• 四国圏広域地方計画の目標及び将来像（基本方針）の達成状況並びに計画後半期間にむけた課
題、その解決に向けた取組の方向性を対象とする。

◆ 中間評価の対象

• 評価対象期間は、平成28年度から令和２年度までの５年間とする。

◆ 評価対象期間

◆ 中間評価の項目
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 外部評価について
 総括



②現行の四国圏広域地方計画（中間評価） 【実施結果】
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（ア）計画前半期間の5つの目標及び将来像の達成に向けた取組は、
『全体的に概ね進展していると評価』 することができる

※ただし今後は、計画策定時には想定していなかった大きな情勢の変化を
踏まえて取り組んでいく必要がある。

（イ）南海トラフ巨大地震、激甚化・頻発化する豪雨災害等の四国圏特有の自然災害
⇒ 四国圏全体で連携を図りながら、災害に強いまちづくりを推進

（ウ）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、人々のライフスタイル・価値観の変化
⇒四国圏の魅力である「癒やし」を活かしながら、その受け皿整備を推進。

（エ）一層のデジタル化の必要性、人々のライフスタイル・価値観の変化
⇒地域社会の仕組みのDX化、四国圏に住む人々のウェルビーイング※を高める。

（オ）地球温暖化等、カーボンニュートラルに向けた取組
⇒四国圏の森林資源を有効活用しながら、持続可能なグリーン社会を実現。

（カ）各県の共通の地域資源を掘り起こし、県境を越えた広域的な連携により、自治体の取組・事
業の効果をこれまで以上に高めていく必要がある。

■計画前半期間の中間評価の総括

※ウェルビーイング：「幸福」のことで、心身と社会的な健康を意味する概念。「持続的な」幸せを意味する。



②現行の四国圏広域地方計画（中間評価） 【総括】
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令和3年7月に国土審議会計画部会が設定され、新たな国土形成計画策定に向け
た検討が開始。

新たな視点による取組が始まったばかりで、その効果を現行の四国圏広域地方計画での

評価は難しく、中長期の時間軸で考える必要があり、

新たな四国圏広域地方計画の策定に向けての準備が必要

■新たな四国圏広域地方計画の策定

・前期計画期間における評価結果、および社会情勢の変化等を勘案した課題の整理。

【 本中間評価結果の反映 】

・関係構成員等の多様な関係者と連携し、総括的に取組を強化。
・社会経済情勢の変化による新たな視点による取組

①激甚化・頻発化する自然災害への対応（防災・ 減災プロジェクトとの連携）
②ライフスタイル・価値観の変化に対応した受け皿整備
③デジタル技術の活用、地域社会のデジタルトランスフォーメーション（DX）
④グリーン社会の実現
⑤誰一人取り残さないSDGsの推進等

【 計画後半期間における取組 】


